
第

二

千

六

百

八

十

六

号

平

成

二

十

七

年

十

月

二

日

(

金
曜
日)

目

次

規

則

○
知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

六
八
二
ペ
ー
ジ

告

示

○
岐
阜
県
恩
給
及
退
隠
料
給
与
手
続
の
一
部
改
正

(

職
員
厚
生
課)

六
八
二

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定
(

地
域
福
祉
国
保
課)

六
八
二

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
指
定

(

同

)

六
八
三

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

六
八
三

○
介
護
扶
助
及
び
介
護
支
援
給
付
を
担
当
さ
せ
る
居
宅
介
護
事
業
者
等

の
指
定

(

同

)

六
八
三

○
医
療
扶
助
及
び
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
担
当
機
関
の
指
定

(

同

)

六
八
四

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録

(

森
林
整
備
課)

六
八
四

○
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)
六
八
四

○
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知

(

同

)
六
八
八

○
道
路
の
供
用
開
始

(

道
路
維
持
課)

六
八
八

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数

(

選
挙
管
理
委
員
会)

六
八
八

○
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

六
九
〇

○
政
治
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
九
〇

○
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表

(

同

)

六
九
一

○
資
金
管
理
団
体
の
異
動
事
項
の
公
表

(

同

)

六
九
二

○
公
職
選
挙
法
以
外
の
法
律
に
基
く
選
挙
又
は
投
票
も
し
く
は
審
査
に

お
け
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る
病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示
の
一

部
改
正

(

同

)

六
九
二

公

示

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

(

環
境
生
活
政
策
課)

六
九
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

六
九
三

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

六
九
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

(

西
濃
農
林
事
務
所)

六
九
三
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日



規

則

特
定
個
人
情
報
の
有
無

個
人
情
報
の
対
象
者
の
範
囲

個
人
情
報
の
対
象
者
の
範
囲

□
有

□
無

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
百
十
号

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

知
事
が
取
り
扱
う
個
人
情
報
に
関
す
る
岐
阜
県
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則(

平
成
十
一
年
岐
阜

県
規
則
第
八
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中｢

第
十
二
条
第
二
項
第
十
二
号｣

を｢
第
十
二
条
第
二
項
第
十
三
号｣

に
改
め
る
。

｢

別
記
第
一
号
様
式
中

｣

｢を

に
改
め
る
。

｣

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
八
号

岐
阜
県
恩
給
及
退
隠
料
給
与
手
続(

昭
和
九
年
岐
阜
県
告
示
第
百
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第
八
条
中｢

第
三
十
四
条
ノ
三
第
三
項｣

を｢

第
三
十
四
条
ノ
三
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
二
号

中｢

第
三
十
条
ノ
八
第
一
項｣

を｢

第
三
十
条
ノ
十
五
第
一
項｣

に
、｢

本
人
確
認
情
報｣

を｢

同
項

ノ
都
道
府
県
知
事
保
存
本
人
確
認
情
報｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

第
一
薬
局

今
渡
店

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
―
三

平
成
二
七
・

八
・

三

ひ
だ
薬
局

岡
本
店

高
山
市
岡
本
町
四
―
一
―
五

同

各

務

原

内

科

各
務
原
市
鵜
沼
西
町
四
―
二
三
六

平
成
二
七
・

九
・

一

あ
お
ぞ
ら
歯
科
ク
リ
ニ
ッ

ク

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
上
南
方
四
八
〇
―
三

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

笠
松
店

羽
島
郡
笠
松
町
門
間
字
村
浦
八
四
八
番

地

同
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き
ら
り
調
剤
薬
局

多
治

見
店

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目
一
〇
八
番
地

五
―
一
〇
三

同

荘

川

薬

局

高
山
市
荘
川
町
新
渕
四
一
八
番
地
一

同

ひ

だ

ま

り

薬

局

各
務
原
市
蘇
原
希
望
町
四
―
三
一
―
一

平
成
二
七
・

九
・

九

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

株
式
会
社
ケ
ア
ト

ピ
ッ
ク

高
山
市
新
宮
町
七
九

四

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
き
り
ん

高
山
市
大
新
町
４
丁

目
一
七
五
番
地

平
成
��･�･�

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

あ
か
さ
か
歯
科
医
院

中
津
川
市
千
旦
林
一
二
五
五
―
四

平
成
二
七
・

七
・
三
一

ヒ
ロ
ミ
薬
局

今
渡
店

可
児
市
今
渡
字
鳴
子
二
三
九
四
―
三

平
成
二
七
・

八
・

二

ひ
だ
薬
局

岡
本
店

高
山
市
岡
本
町
四
―
一
―
五

平
成
二
七
・

八
・

二

愛
生
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
郡
笠
松
町
円
城
寺
九
四
二
―
二

平
成
二
七
・

八
・
三
一

浅
井
耳
鼻
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

大
垣
市
清
水
町
二
七

平
成
二
七
・

八
・
三
一

沢

田

内

科

羽
島
郡
岐
南
町
上
印
食
三
―
一
七
八

平
成
二
七
・

八
・
三
一

メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
オ
フ
ィ

ス

穂
積
す
こ
や
か
診
療

所

瑞
穂
市
只
越
九
〇
七
―
五

平
成
二
七
・

八
・
三
一

か

と

う

皮

フ

科

大
垣
市
伝
馬
町
六

平
成
二
七
・

八
・
三
一

ト
ー
カ
イ
薬
局

土
岐
泉

店

土
岐
市
泉
郷
町
四
―
二
三

平
成
二
七
・

八
・
三
一

ワ

ン

ダ

ー

薬

局

羽
島
郡
岐
南
町
八
剣
一
―
一
七
八

平
成
二
七
・

八
・
三
一

シ
ン
エ
イ
調
剤
薬
局

土
岐
市
泉
神
栄
町
４
丁
目
八
番
地
三
号

平
成
二
七
・

八
・
三
一

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦

人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支

援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
等
を
担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
居
宅
介
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五

十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等

及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と

さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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一
九
三
八

登
録
番
号

株
式
会
社
佐
合
木
材

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
四
五
〇
番
地
の
一

氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

苗
木

種
穂 生

産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成

幼
苗
以
外
の

苗
木
の
育
成

精
選

株
式
会
社
佐
合
木
材

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古
井

四
五
〇
番
地
の
一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
及
び
中
国
残
留
邦
人
等

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に

関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ

た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施
術
を

担
当
さ
せ
る
機
関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人

等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援

に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条

の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

氏

名

施
術
所
等
の
名
称

施
術
所
の
所
在
地
又
は
施
術
者
の
住
所

指

定

年
月
日

�
村

知

哲

ワ
イ
ズ
整
骨
院

岐

阜
入
舟
店

瑞
穂
市
穂
積
一
四
七
九
―
一

平
成
��･�･�

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
四
号

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
を
林

業
用
種
苗
生
産
事
業
者
と
し
て
登
録
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
五
号

森
林
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

指

定

年

月

日

有
限
会
社
ジ
ェ
イ
・
ス
パ
ッ
ク

大
垣
市
矢
道
町
二
丁
目
一

七
五
番
地
二

介
護
予
防

訪
問
介
護

Ｊ
・
ス
パ
ッ
ク
介
護
サ
ー
ビ
ス

大
垣
市
矢
道
町
二
丁
目
一

七
五
番
地
二

平
成
二
七
・

五
・

一

萩

野

賢

大
垣
市
宮
町
一
―
三
八

居
宅
療
養

管
理
指
導

萩

野

歯

科

医

院

大
垣
市
宮
町
一
―
三
八

平
成
二
七
・

七
・

一

萩

野

賢

大
垣
市
宮
町
一
―
三
八

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

萩

野

歯

科

医

院

大
垣
市
宮
町
一
―
三
八

平
成
二
七
・

七
・

一



一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

高
山
市
上
宝
町
双
六
字
小
切
山
八
四
の
一
か
ら
八
四
の
三
ま
で
、
字
吉
野
沢
上
一
二
〇
、
一
二
一

の
一
か
ら
一
二
一
の
六
ま
で
、
一
二
二
の
一
、
一
二
二
の
二
、
一
二
三
の
一
、
一
二
三
の
二
、
一
二

四
二

指
定
の
目
的

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
高
山
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
六
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
中
津
川
字
坊
垣
外
三
七
二
九
の
三
二
、
三
七
二
九
の
三
四

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
中
津
川
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
七
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
上
矢
作
町
漆
原
字
柿
平
六
一
四
の
六
九
、
六
一
四
の
七
〇
、
六
一
四
の
七
五
、
六
一
四
の

七
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
八
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

恵
那
市
上
矢
作
町
下
字
上
久
呂
瀬
六
四
二
の
七
、
六
四
二
の
一
一
〇
、
六
四
五
の
一
、
六
四
六
の

一
、
六
四
六
の
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
恵
那
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
七
十
九
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
根
尾
下
大
須
字
和
井
谷
八
九
一
の
二

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
根
尾
板
所
字
黒
山
七
の
四
四

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
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次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

本
巣
市
根
尾
下
大
須
字
門
脇
一
二
四
六
の
九
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
本
巣
市
役
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
志
津
山
字
村
裏
五
六
三
か
ら
五
六
七
ま
で
、
五
六
八
の
一
、
字
村
東
五
八
八
か

ら
五
九
一
ま
で
、
五
九
三
、
谷
汲
深
坂
字
善
光
山
尻
二
五
四
五
、
二
五
五
〇
の
二
、
二
五
七
六
の
五
、

字
栗
屋
洞
二
七
〇
九
、
字
仁
堂
山
二
七
一
一
か
ら
二
七
一
四
ま
で
、
二
七
一
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

志
津
山
字
村
裏
五
六
三
・
五
六
五
・
五
六
七
・
五
六
八
の
一(

以
上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図

に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
五
六
四
、
五
六
六
、
字
村
東
五
八
八
か
ら
五
九
一
ま
で
・
五
九
三

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
谷
汲
深
坂
字
善
光
山
尻
二
五
四
五
、

二
五
五
〇
の
二
、
二
五
七
六
の
五
、
字
栗
屋
洞
二
七
〇
九
、
字
仁
堂
山
二
七
一
一
か
ら
二
七
一

四
ま
で
、
二
七
一
七

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

４

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
図｣

及
び｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部

治
山
課
及
び
揖
斐
川
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
森
林
を
保

安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所
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県
道

道
路
の
種
類

御
岳
山

朝

日
線

路
線
名

高
山
市
朝
日
町
胡
桃
島
字
上
与
十

郎
四
二
六
番
九
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

四
二
六
番
一
一
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

平
成
��･��･� 供

用
開
始

の
期
日

平
成
��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

可
児
郡
御
嵩
町
古
屋
敷
字
大
王
寺
三
九
三
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
御
嵩
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通

知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

揖
斐
郡
池
田
町
藤
代
字
大
谷
山
一
〇
四
六
の
一
か
ら
一
〇
四
六
の
五
ま
で
、
一
〇
四
六
の
八

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

一�
立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
が
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

二�
立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岐
阜
県
林
政
部
治
山
課
及
び
池
田
町
役
場
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
高
山
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
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多
治

見
市

高
山

市

大
垣

市

岐
阜

市

選
挙

区
名

92,726

75,248

144,930

332,991

総
数
(人
)

30,909

25,083

48,310

110,997

３
分
の
１
の
数
(人
)

安
八

郡

不
破

郡

養
老

郡

羽
島

郡

海
津

市

下
呂

市

郡
上

市

本
巣

市

飛�
市

瑞
穂

市

山
県

市

可
児

市

各
務

原
市

土
岐

市

美
濃

加
茂

市

恵
那

市

羽
島

市

瑞
浪

市

美
濃

市

中
津

川
市

関
市

19,581

28,728

25,162

37,385

30,123

28,772

36,373

42,031

21,472

40,350

23,244

92,954

117,982

48,771

40,900

43,084

54,459

31,465

18,097

65,859

72,893

6,527

9,576

8,388

12,462

10,041

9,591

12,125

14,011

7,158

13,450

7,748

30,985

39,328

16,257

13,634

14,362

18,153

10,489

6,033

21,953

24,298
の
規
定
に
よ
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並
び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

び
運
営
に
関
す
る
法
律(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙

権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数(

そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ

て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る

数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を

乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数)

は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

１
平
成
27年
９
月
２
日
現
在
に
お
い
て
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
総
数

1,665,661人

２
総
数
の
50分
の
１
の
数

33,314人

３
総
数
の
３
分
の
１
の
数
(そ
の
総
数
が
40万
を
超
え
80万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
40万
を

超
え
る
数
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得

た
数
､
そ
の
総
数
が
80万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
80万
を
超
え
る
数
に
８
分
の
１
を
乗
じ

て
得
た
数
と
40万
に
６
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
40万
に
３
分
の
１
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算

し
て
得
た
数
)

308,208人

４
岐
阜
県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
別
の
総
数
及
び
３
分
の
１
の
数

平成27年10月２日 岐 阜 県 公 報 第２６８６号( 689 )



三
浦
も
と
し
後
援
会

塚
原
弘
道
を
育
て
る
会

鷲
見
勇
を
支
援
す
る
会

北
倉
と
し
は
る
を
育
て
る
会

政
治
団
体
の
名
称

自
由
民
主
党
揖
斐
郡
支
部

政
治
団
体
の
名
称

加
茂

郡

揖
斐

郡

42,900

57,181

日
比
清
臣

塚
原
弘
道

臼
井

弘

北
倉
利
治

代
表

者

の
氏

名

中
川
仁
志

代
表

者

の
氏

名

14,300

19,061

河
野
千
尋

塚
原
弘
道

植
村
光
敏

北
倉
和
年

会
計
責
任
者

の
氏

名

丸
山
周
治

会
計
責
任
者

の
氏

名

本
巣
郡
北
方
町
加
茂
584

関
市
上
白
金
625

関
市
武
芸
川
町
跡
部
651―

３

瑞
穂
市
宮
田
271―

８

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

揖
斐
郡
大
野
町
西
方
1054

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
27年

８
月
７
日

平
成
27年

４
月
８
日

平
成
27年

８
月
10日

平
成
27年

９
月
７
日

届
出

年
月
日

○

一
以
上
の
市
町
村
等
の

区
域
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部

平
成
27年

８
月
24日

届
出

年
月
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
一
号

政
治
資
金
規
正
法(
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

１
政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

２
そ
の
他
の
政
治
団
体
(政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
)

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
二
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治

団
体
設
立
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の

異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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尾
藤
義
昭
後
援
会

西
部
雅
之
を
育
て
る
会

名
古
屋
税
理
士
政
治
連
盟
関
支
部

須
田
眞
後
援
会

佐
藤
武
彦
後
援
会

岐
阜
市
政
の
発
展
､
教
育
の
再
生
を

進
め
る
会

川
合
治
義
後
援
会

勝
し
げ
ゆ
き
後
援
会

太
田
ま
さ
し
を
育
て
る
会

自
由
民
主
党
上
宝
支
部

政
治
団
体
の
名
称

常
川
公
男

土
屋
戒
造

古
田
良
典

小
酒
井

茂

別
府
卓
也

須
田

眞

川
合
治
義

中
島
利
雄

山
川
孝
志

谷
村
昭
次

代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者

会
計
責
任
者

代
表
者

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

会
計
責
任
者

代
表
者 異
動
事
項

関
市
東
門
前
町
６

土
屋
戒
造

安
田
昌
孝

古
田
良
典

須
田

眞

美
濃
市
笠
神
1013

須
田

眞

関
市
神
野
1244―

１

勝
つ
や
子

山
川
孝
志

高
山
市
奥
飛
騨
温
泉
郷
栃
尾
339―

３ 中
本
寿
志

谷
村
昭
次 新

関
市
長
住
町
１

三
輪
繁
一

西
田
憲
幸

中
村
博
逸

的
矢
進
一

美
濃
市
上
条
71―
１

的
矢
進
一

関
市
神
野
302―

２

山
村
正
康

中
野
誠
一

高
山
市
上
宝
町
吉
野
3186

今
井

浩

佐
竹

稔 旧

平
成
27年

５
月
１
日

平
成
26年

７
月
15日

平
成
27年

５
月
13日

平
成
27年

８
月
５
日

平
成
27年

４
月
６
日

平
成
27年

８
月
５
日

平
成
27年

４
月
18日

平
成
26年

12月
25日

平
成
27年

４
月
10日

平
成
27年

７
月
23日

異
動

年
月
日

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
三
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政

治
団
体
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

平成27年10月２日 岐 阜 県 公 報 第２６８６号( 691 )



藤
墳

理

届
出
を
し
た

者
の
氏
名

明
政
会

ふ
る
さ
と
清
流
会

広
瀬
あ
や
の
り
を
育
て
る
会

は
や
み
ず
栄
二
後
援
会

岐
阜
市
の
福
祉
と
住
民
主
権
を
考
え
る

会 い
と
し
ろ
21世
紀
の
会

伊
藤
た
か
よ
し
後
援
会

政
治
団
体
の
名
称

ふ
じ
つ
か
理
を

育
て
る
会

資
金
管
理
団
体

の
名

称

公
職
の
種
類

異
動
事
項

長
屋
和
伸

石
田
芳
弘

広
瀬
菊
夫

菅
原
豊
後

関
谷
雅
彦

上
村
和
夫

伊
藤
慶
和

代
表

者

の
氏

名

垂
井
町
長 新

鵜
飼
七
郎

奥
田
嘉
明

廣
瀬
収
光

小
島
志
乃

関
谷
雅
彦

石
徹
白
隼
人

伊
藤
文
子

会
計
責
任
者

の
氏

名

垂
井
町
議
会
議
員

旧 関
市
板
取
6546―

３

下
呂
市
萩
原
町
古
関
1358―

２

不
破
郡
垂
井
町
綾
戸
199

土
岐
市
駄
知
町
1262―

６

岐
阜
市
茜
部
大
野
２
―
184―

３

郡
上
市
白
鳥
町
石
徹
白
第
36号
24

瑞
浪
市
西
小
田
町
３
―
143

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

平
成
27年

４
月
30日

平
成
27年

８
月
10日

平
成
27年

７
月
31日

平
成
25年

５
月
１
日

平
成
27年

８
月
24日

平
成
27年

７
月
20日

平
成
27年

２
月
10日

解
散

年
月
日

政
党
又
は
政
党

の
支
部
の
場
合

そ
の
旨
の
表
示

当
該
政
党
の
支
部

を
支
部
と
す
る

政
党
の
名
称

一
以
上
の
市
町
村
の
区

域
等
を
単
位
と
し
て
設

け
ら
れ
る
支
部
の
表
示

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
四
号

政
治
資
金
規
正
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号)

第
十
九
条
第
三
項
第
三
号
の
規
定
に
よ

り
、
資
金
管
理
団
体
届
出
事
項
の
異
動
届
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
そ
の
異
動
事
項
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
五
号

公
職
選
挙
法
以
外
の
法
律
に
基
く
選
挙
又
は
投
票
も
し
く
は
審
査
に
お
け
る
不
在
者
投
票
の
で
き
る

病
院
等
の
指
定
に
関
す
る
告
示(

昭
和
三
十
二
年
岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号)

の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
選
挙
管
理
委
員
会

委
員
長

大

松

利

幸

｢

、
農
業
委
員
会
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
七
十
八
号)

第
六
条｣

を
削

る
。
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公

示

八

百

津

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

八

百

津

町

役

場

縦

覧

場

所

平
成
二
七
・
一
〇
・

二
か
ら

同

・
一
一
・

二
ま
で

縦

覧

期

間

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
で
準
用
す
る
第
十
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
九
月
五
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ｊ
＆
ｊ
企
画

三

代

表

者

の

氏

名

竹
村

和
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岐
阜
県
揖
斐
郡
大
野
町
大
字
黒
野
一
六
五
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
・
精
神
・
身
体
に
障
害
を
抱
え
た
方
に
対

し
て
、
働
く
場
所
を
提
供
し
、
地
域
生
活
支
援
や
就
労
継
続
支
援

に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
仕
事
を
通
じ
て
共
に
働
く
喜
び
を
感
じ
、

地
域
社
会
の
一
員
と
し
て
自
立
・
自
己
実
現
を
目
指
し
、
社
会
参

加
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
関
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

関
市

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

二
級
及
び
三
級
基
準
点
の
パ
ラ
メ
ー
タ
補
正)

三

作
業
期
間

平
成
二
十
七
年
九
月
十
五
日
か
ら

同

年
十
一
月
十
三
日
ま
で

四

作
業
地
域

関
市
鋳
物
師
屋

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
土
地
改
良
区
の
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規

定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
十
月
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

退
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

退

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

平成27年10月２日 岐 阜 県 公 報 第２６８６号( 693 )



揖
斐
川
以

東
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

安

田

篤

夫

安
八
郡
安
八
町
大
野

五
九
八
番
地

同

長

崎

昭

男

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿

三
番
地
一

同

北

島

清

治

同

下
宿

二
九
四
番
地

同

白

木

傳

二

安
八
郡
安
八
町
北
今
ヶ
渕
一
四
七
四
番
地
の
一
の
一

同

岡

田

得

美

同

氷
取

七
六
七
番
地

同

説

田

宗

男

同

南
今
ヶ
渕
二
〇
七
番
地
の
一

同

岩

田

誠

同

森
部
一
四
七
八
番
地
の
一

同

戸

田

管

彦

同

大
森

五
四
七
番
地

同

西

松

豊

同

南
條

二
八
六
番
地

同

澁

谷

義

男

同

善
光

一
九
六
番
地

同

小

川

徳

善

同

中
須

六
一
番
地

監
事

尾�
満�
同

森
部

三
一
番
地

同

渡

邊�
夫

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣

九
七
七
番
地

就
任
し
た
役
員

土

地

改
良
区
名

就

任

年
月
日

役
名

氏

名

住

所

揖
斐
川
以

東
用
水
土

地
改
良
区

平
成
��･�･��
理
事

安

田

篤

夫

安
八
郡
安
八
町
大
野

五
九
八
番
地

同

下

野

博

司

大
垣
市
墨
俣
町
上
宿

三
七
七
番
地

同

小

倉

敏

裕

同

下
宿

一
八
番
地

同

白

木

傳

二

安
八
郡
安
八
町
北
今
ヶ
渕
一
四
七
四
番
地
の
一
の
一

同

岡

田

得

美

同

氷
取

七
六
七
番
地

同

梅

村

巖

同

南
今
ヶ
渕
二
九
番
地
の
一

同

山

田

洋

臣

同

森
部

九
八
三
番
地

同

竹

内

要�
同

大
森

七
一
六
番
地

同

西

松

久

夫

同

南
條

五
一
七
番
地
の
一

同

澁

谷

義

男

同

善
光

一
九
六
番
地

同

堀

正

同

東
結
一
二
八
九
番
地
の
一

監
事

尾�

満�
同

森
部

三
一
番
地

同

渡

邊�
夫

大
垣
市
墨
俣
町
墨
俣

九
七
七
番
地
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平
成
二
十
七
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十
月
二
日
発
行
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発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
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三
―
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岐

阜

文
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